署名 (しょめい)22,214筆 (ひつ)とともに、下記 (かき)の要望 (ようぼう)文 (ぶん)を受領 (じゅりょう)しました。


大阪府 (おおさかふ)知事 (ちじ)様 (さま)
大阪府 (おおさかふ)教育 (きょういく)委員会 (いいんかい)教育 (きょういく)長 (ちょう)様 (さま)
大阪府 (おおさかふ)教育 (きょういく)委員会 (いいんかい)教育 (きょういく)委員 (いいん)様 (さま)

義務 (ぎむ)教育 (きょういく)を十分 (じゅうぶん)に受 (う)けられなかった人 (ひと)の学 (まな)びを保障 (ほしょう)するための要望書 (ようぼうしょ)

[image: ]2020年 (ねん)の国勢 (こくせい)調査 (ちょうさ)によると、大阪府 (おおさかふ)の全 (すべ)ての市町村 (しちょうそん)に、15歳 (さい)以上 (いじょう)で、少 (すく)なくとも小学校 (しょうがっこう)を卒業 (そつぎょう)していない人 (ひと)が8515人 (にん)、中学校 (ちゅうがっこう)を卒業 (そつぎょう)していない人 (ひと)が33884人 (にん)います。あわせて42399人 (にん)が、義務 (ぎむ)教育 (きょういく)を終 (お)わっていません。義務 (ぎむ)教育 (きょういく)を受 (う)けることは、すべての人 (ひと)がもっている基本的 (きほんてき)人権 (じんけん)です。しかし、様々 (さまざま)な事情 (じじょう)や理由 (りゆう)で、日本 (にほん)で、あるいは、母国 (ぼこく)で十分 (じゅうぶん)に学習 (がくしゅう)できなかった人 (ひと)がいます。その人 (ひと)たちが学 (まな)んでいる学校 (がっこう)が夜間 (やかん)中学校 (ちゅうがっこう)(中学校 (ちゅうがっこう)夜間 (やかん)学級 (がっきゅう))です。夜間 (やかん)中学校 (ちゅうがっこう)では、幅 (はば)広 (ひろ)い年 (ねん)齢 (れい)層 (そう)、国 (くに)、生活 (せいかつ)状況 (じょうきょう)や文化 (ぶんか)の違 (ちが)いを乗 (の)り越 (こ)えて、協力 (きょうりょく)して学習 (がくしゅう)に励 (はげ)んでいます。
学校 (がっこう)に行 (い)けず悔 (くや)しかった思 (おも)いを抱 (かか)え必 (ひっ)死 (し)で文字 (もじ)や言葉 (ことば)を学 (まな)ぶ人 (ひと)、中学校 (ちゅうがっこう)を終 (お)えて進 (しん)学 (がく)して社会 (しゃかい)で活躍 (かつやく)する夢 (ゆめ)を持 (も)つ人 (ひと)、日本 (にほん)で未来 (みらい)の生活 (せいかつ)を夢 (ゆめ)見 (み)て学 (まな)ぶ人 (ひと)、様々 (さまざま)な人 (ひと)たちが、一生懸命 (いっしょうけんめい)に勉強 (べんきょう)しています。
2015年 (ねん)７月 (がつ)、文部 (もんぶ)科学省 (かがくしょう)は、すでに中学校 (ちゅうがっこう)を卒業 (そつぎょう)しているが、様々 (さまざま)な理由 (りゆう)で十分 (じゅうぶん)に学 (まな)べなかった人 (ひと)も夜間 (やかん)中学校 (ちゅうがっこう)で学 (まな)ぶことができる通知 (つうち)を出 (だ)しました。
2016年 (ねん)12月 (がつ)に「義務 (ぎむ)教育 (きょういく)の段階 (だんかい)における普通 (ふつう)教育 (きょういく)に相当 (そうとう)する教育 (きょういく)の機会 (きかい)の確保 (かくほ)等 (とう)に関 (かん)する法 (ほう)律 (りつ)」が成立 (せいりつ)し、自治体 (じちたい)は、義務 (ぎむ)教育 (きょういく)を求 (もと)める人 (ひとびと)々に、その機会 (きかい)を提供 (ていきょう)する責務 (せきむ)を負 (お)いました。
しかし、15歳 (さい)までの小 (しょう)・中学生 (ちゅうがくせい)と違い (ちがい)、十分な数 (かず)の夜間 (やかん)中学校 (ちゅうがっこう)はありません。また、支援 (しえん)も十分 (じゅうぶん)ではありません。夜 (や)間中 (かんちゅう)学生 (がくせい)の学 (まな)びを保障 (ほしょう)するため、近畿 (きんき)夜間 (やかん)中学校 (ちゅうがっこう)生徒会 (せいとかい)連合会 (れんごうかい)は次 (つぎ)のことを大阪府 (おおさかふ)に要望 (ようぼう)します。


１、大阪 (おおさか)府内 (ふない)には、海外 (かいがい)からたくさんの労働者 (ろうどうしゃ)やその家族 (かぞく)がきており、多 (おお)くの人 (ひと)が夜間 (やかん)中学校 (ちゅうがっこう)の入学 (にゅうがく)を希望 (きぼう)しています。しかし、入学 (にゅうがく)条件 (じょうけん)を満 (み)たしていても複数 (ふくすう)の夜間 (やかん)中学校 (ちゅうがっこう)では、教室 (きょうしつ)や配置 (はいち)されている教職員 (きょうしょくいん)が不足 (ふそく)しているため、すべての人 (ひと)を受 (う)け入 (い)れることができていません。入 (にゅう)学 (がく)条 (じょう)件 (けん)を満 (み)たした人 (ひと)は全 (ぜん)員 (いん)夜 (や)間 (かん)中 (ちゅう)学 (がっ)校 (こう)に入 (にゅう)学 (がく)できるようにしてください。

２、2024年 (ねん)４月 (がつ)、大阪市 (おおさかし)の天王寺 (てんのうじ)中学校 (ちゅうがっこう)と文 (ふみ)の里中 (さとちゅう)学校 (がっこう)の夜間 (やかん)中学校 (ちゅうがっこう)(夜間 (やかん)学級 (がっきゅう))が廃校 (はいこう)になり、天王寺 (てんのうじ)・阿倍野 (あべの)橋 (ばし)ターミナル地域 (ちいき)の夜間 (やかん)中学校 (ちゅうがっこう)がなくなりました。新 (あたら)しく、浪速区 (なにわく)の心 (しん)和中 (わちゅう)学校 (がっこう)に夜間 (やかん)学級 (がっきゅう)が併設 (へいせつ)されました。この統廃合 (とうはいごう)の結果 (けっか)、近鉄 (きんてつ)南 (みなみ)大阪 (おおさか)線 (せん)が通 (とお)る、松原市 (まつばらし)・羽曳野市 (はびきのし)・藤井寺市 (ふじいでらし)・富田林市 (とんだばやしし)など南河内 (みなみかわち)地域 (ちいき)の人 (ひと)たちが通 (かよ)える夜 (や)間 (かん)中 (ちゅう)学 (がっ)校 (こう)がなくなりました。また、北摂 (ほくせつ)・三島 (みしま)地域 (ちいき)には、もともと夜間 (やかん)中学校 (ちゅうがっこう)がありません。すべての人 (ひと)が義務 (ぎむ)教育 (きょういく)を受 (う)けられるようにしなければなりません。南河内 (みなみかわち)地域 (ちいき)や北摂 (ほくせつ)・三島 (みしま)地域 (ちいき)に、夜間 (やかん)中学校 (ちゅうがっこう)をすぐにでも開校 (かいこう)してください。

３、2015年 (ねん)７月 (がつ)、文部 (もんぶ)科学省 (かがくしょう)は、「すでに中学校 (ちゅうがっこう)を卒業 (そつぎょう)しているが、様々 (さまざま)な理由 (りゆう)で教育 (きょういく)を十分 (じゅうぶん)に受 (う)けられなかった人 (ひと)も夜間 (やかん)中学校 (ちゅうがっこう)で学 (まな)ぶことができる」通知 (つうち)を出 (だ)しました。何 (なん)らかの事情 (じじょう)で義務 (ぎむ)教育 (きょういく)を十 (じゅう)分 (ぶん)学 (まな)べなかった支 (し)援 (えん)学 (がっ)校 (こう)高 (こう)等 (とう)部 (ぶ)や高等 (こうとう)学校 (がっこう)を卒業 (そつぎょう)した人 (ひと)も夜 (や)間 (かん)中学校 (ちゅうがっこう)で学 (まな)んでいます。しかし、大阪府 (おおさかふ)は、それらの人 (ひと)に公 (こう)立 (りつ)高等学校 (こうとうがっこう)の出願 (しゅつがん)を認 (みと)めていません。中学校 (ちゅうがっこう)を卒業 (そつぎょう)した人 (ひと)は、次 (つぎ)に高校 (こうこう)進学 (しんがく)を考 (かんが)えるのは自然 (しぜん)なことです。
大阪府 (おおさかふ)は、すべての夜間中 (やかんちゅう)学生 (がくせい)に卒業後 (そつぎょうご)の公 (こう)立 (りつ)高等学校 (こうとうがっこう)の出願 (しゅつがん)を認 (みと)めてください。

４、日本 (にほん)のどこにも夜間 (やかん)小学校 (しょうがっこう)はありません。小学校 (しょうがっこう)を十分 (じゅうぶん)に通 (かよ)えなかった人 (ひと)も夜間 (やかん)中学校 (ちゅうがっこう)で一生懸命 (いっしょうけんめい)に学 (まな)んでいます。そのため、夜間 (やかん)中学校 (ちゅうがっこう)は、中 (ちゅう)学校 (がっこう)だけでなく、小学校 (しょうがっこう)を含 (ふく)め義 (ぎむ)務教 (きょういく)育全 (ぜんぱん)般の学習 (がくしゅう)をしています。また、夜間 (やかん)中学校 (ちゅうがっこう)が近 (ちか)くにない夜間中 (やかんちゅう)学生 (がくせい)もたくさんいます。公共 (こうきょう)交通 (こうつう)機関 (きかん)を使 (つか)い通 (つう)学 (がく)することになります。経済的 (けいざいてき)に困難 (こんなん)な状況 (じょうきょう)を抱 (かか)える人 (ひと)には、通 (つう)学費 (がくひ)の負担 (ふたん)が大 (おお)きくのしかかってきます。経済的 (けいざいてき)に困 (こま)っている生徒 (せいと)が安心 (あんしん)して学 (まな)べるよう、在籍期 (ざいせきき)間中 (かんちゅう)の就学 (しゅうがく)援助 (えんじょ)の支給 (しきゅう)を居住 (きょじゅう)市町村 (しちょうそん)に関係 (かんけい)なく、実施 (じっし)できるようにしてください。

５、働 (はたら)きながら夜 (や)間 (かん)中 (ちゅう)学 (がっ)校 (こう)に通 (かよ)う生 (せい)徒 (と)もたくさんいます。仕事場 (しごとば)から直接 (ちょくせつ)学校 (がっこう)に来 (く)る人 (ひと)も多 (おお)いです。食育 (しょくいく)や健康面 (けんこうめん)の観点 (かんてん)からも、実際 (じっさい)の学習 (がくしゅう)活動 (かつどう)の面 (めん)からも、給食 (きゅうしょく)は大切 (たいせつ)な学校 (がっこう)の活動 (かつどう)です。昼 (ひる)も夜 (よる)もその教育的 (きょういくてき)意義 (いぎ)は変 (か)わりません。大阪 (おおさか)府内 (ふない)でも、小 (しょう)・中学校 (ちゅうがっこう)の給食 (きゅうしょく)が無償 (むしょう)になった地域 (ちいき)も増 (ふ)えてきました。また、夜間 (やかん)中学校 (ちゅうがっこう)の設置 (せっち)市 (し)の負担 (ふたん)を軽減 (けいげん)するために、大阪府 (おおさかふ)が2008年 (ねん)まで補助 (ほじょ)をおこなっていました。夜間 (やかん)中学校 (ちゅうがっこう)にも、給食 (きゅうしょく)の実施 (じっし)が必要 (ひつよう)です。せめて補食 (ほしょく)給食 (きゅうしょく)(パンと牛乳 (ぎゅうにゅう)等 (とう))を早期 (そうき)に再開 (さいかい)できるよう、大阪府 (おおさかふ)の施策 (しさく)を策定 (さくてい)してください。

2024年 (ねん)９月 (がつ)近 (きん)畿 (き)夜 (や)間 (かん)中 (ちゅう)学 (がっ)校 (こう)生 (せい)徒 (と)会 (かい)連 (れん)合 (ごう)会 (かい)　会 (かい)長 (ちょう)
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